
修斗、ブラジリアン柔術、キックボクシング、総合格闘技道場 

P A R A E S T R A綾瀬 
契 約 書 

 

第一条 本書は体験練習を希望する        (以下甲とする)と、パラエス

トラ綾瀬(以下乙とする)との間に交わされた契約書である。 

第二条 甲が乙にて受講する体験練習は、原則として一度限りとする。 

第三条 甲が乙にて受講する体験練習に際し、甲は乙に原則として受講料1,000円

を納める。 

第四条 甲が乙にて受講する体験練習を経て乙に入会し受講料1,000円を納めてい

る場合は、乙は甲の入会手続き初期費用より受講料を差し引く。 

第五条 体験練習に際し、原則として甲は乙の選手強化クラスの受講はできない。 

第六条 甲が乙にて受講する体験練習では、原則としてスパーリングは行わない。 

第七条 甲が乙の所有する器物および施設に対して、故意に損傷を与えてはならな

い。もし損傷を与えた場合は、甲は乙の請求する損害賠償を受け入れる。 

第八条 乙に関する施設で行う体験練習中に起きた怪我や事故について、甲は乙に

対して一切の保証を請求しない。 

第九条 乙に関する施設で行う体験練習中は、甲は乙が指定する感染対策を遵守す

る。 

第十条 乙に関する施設で行う体験練習中に起きた感染について、甲は乙に対して

一切の保証を請求しない。 

 
 

甲 : 本人署名                                        印 

甲が18歳未満の場合は、保護者の承諾が必要です。 

 

上記の者の乙への体験練習を認めます。 

 

  保護者署名                                 印 

 

乙 : パラエストラ綾瀬 

   東京都足立区綾瀬4－２４－１３ 水垣ビル１階 

  代 表     大内 敬                      


